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１．DCS年末調整処理対象者について 

Q1-1. 会社を休職中で給与支給がない方も、年末調整をすることはできますか？ 

A1-1.「税表区分」（※１）が「甲欄者」であれば、年末調整対象者になります。 

  また、「年調区分」（※２）に「１：非年調者」の登録をすると非年調者となります。 

  さらに、還付になった場合は、通常は『所得税』欄にマイナス表示され、口座に登録

があれば振込されます。追徴になった場合は、お客様にてご調整をお願いします。 
 

  ＊2025 年 12月以降の支給日での年末調整は、令和７年の税制改正を適用します。 

    「年調区分」（※２）に「２：年調指示」を登録し 2025年 11月以前の支給日で 

年末調整を行った場合、令和７年の税制改正は適用されません。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「給与基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年調区分（※２） 

登録した当月のみ有効です。 

例えば 11 月に「1 非年調者」にしても 

12 月には「0 年調対象者」の扱いに 

戻ります。 

税表区分（※１） 
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Q1-2. 既に退職した方を年末調整することはできますか？  

A1-2.「退職後支給」（※３）にチェックをすると年末調整が可能になります。 

  ただし、固定項目が登録されている場合もありますので、ご確認ください。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

退職後支給（※３） 


